
東京芸能人国民健康保険組合 税務署・区市町村

２月 所得税確定申告開始2/16～3/15

３月     所得税納付・還付

４月  申告書コピー提出依頼（加入資格確認） 

６月     住民税情報から保険料計算開始     住民税納税通知書発送・納付

７月     高齢受給者証負担割合更新準備
    限度額適用認定証更新準備 

１０月  　新保険料通知 

確定申告の提出遅れ・未提出によって起こること確定申告の提出遅れ・未提出によって起こること

・組合規約により健康保険料所得割額を最高額で計算します。
・毎年8月1日に更新する高齢受給者証の発行が遅れます。
・限度額適用認定証の発行・更新が遅れます。
・その他保険料・保険給付に関する計算が正しく行えません。
・芸能に関わる職業が判断できず、資格喪失の可能性があります。

東京芸能人国民健康保険組合　   ＴＥＬ03-5379-0611   

所得税確定申告の期限内申告について（お願い）所得税確定申告の期限内申告について（お願い）
組合員の皆様には、日頃より、当組合の事業運営に格別なご支援ご協力をいただきありがとうございます。
当組合では、所得税確定申告書の職業欄で加入資格の有無を判断し、所得額のデータで保険料算定や保険給付の
計算を行っております。（厚生年金加入中の組合員は他の方法で確認します）
したがいまして
期限内（令和6年2月16日～3月15日）に確定申告を終えていただくようご協力をお願いします。　

所得税確定申告を行うときに気を付けていただきたいこと所得税確定申告を行うときに気を付けていただきたいこと
・「芸能に関わる職業名」が必ず含まれるよう記載してください。
　職業欄には複数の職業が記載できます。 
・職業欄に芸能の職業名の記載がない、または自営業・自由業と記載した、さらに未記入などは、
　加入継続ができなくなる場合があります。

令和６年１月

所得税確定申告を行う必要性所得税確定申告を行う必要性
・所得税確定申告書の職業欄に芸能の仕事が記載されていることが加入継続の条件であるため。
（適用除外事業所に所属して厚生年金に加入中の組合員を除く）
・健康保険料の所得割額の算定に使用しているため。
・70歳以上の組合員が使用する高齢受給者証に表示する負担割合を判定するため。
・入院や手術等で必要な限度額適用認定証・高額療養費の計算に使用するため。

所得税確定申告後の予定所得税確定申告後の予定

期限内申告をお願いします
２月１６日～３月１５日

お問い合わせはこちら↓

詳細は、裏面をご参照ください。



芸 能 に 関 わ る 職 業 に つ い て （ 組 合 規 約 第 ５ 条 よ り ）

実演家 俳優、声優、歌手、タレント、演奏家、指揮者、声楽家、邦楽家、舞踊家、舞踏家、モデル、アナウンサー、
能楽師、落語家、演芸家、司会者、リポーター、キャスター、人形劇人

映画及びテレビ、演劇、
放送、イベント、コンサ
ート、レコード及びテー
プの制作スタッフ

プロデューサー、ディレクター、舞台監督、狂言作者、ステージマネージャー、演出家、企画、映画監
督、助監督、俳優担当、構成作家、脚本作家、放送作家、作詞家、作曲家、編曲者、トレーナー、クリエ
イター、字幕作者、スクリプター、タイムキーパー、音響デザイナー、美術デザイナー、調律師、照明デ
ザイナー、衣装デザイナー、マネージャー、付き人、制作事務、選曲家、楽譜制作、リサーチャー、コー
ディネーター、映画美術監督、番組制作、CMプランナー、イベンター、以上の各職種の助手

映画及びテレビ、演劇、
放送、イベント、コンサ
ート、レコード及びテー
プの制作においてそれぞ
れの専門技術を提供する
もの

音響技術者　ミキサー、音響オペレーター、音響効果、音響プランナー、音響制作、ＤＪ、
　　　　　　シンセサイザー技術者、テープ及びディスク編集
映像技術者　カメラマン、コンピューター・グラフィック制作、アニメーター、特殊効果、字幕制作、
　　　　　　字幕オペレーター、編集、撮影監督、撮影技師、ビデオエンジニア、ビデオエディター
照明技術者　照明プランナー、照明主任、照明オペレーター、照明助手、舞台照明、照明効果(レーザー)
美術技術者　大道具(制作、操作)、小道具、衣装、小裂、着付け、かつら、床山、メーキャップ、
　　　　　　ヘアーメイク、スタイリスト、美術効果、舞台設営、電飾
演出技術者　殺陣師、振付師、擬闘、視覚効果、スタントマン、時代考証、方言指導

税法上の扶養控除に該当する家族がいる
場合は、必ず記入してください。

令和６年４月に「所得税確定申告書　第一表・第二表」のコピー送付をお願いする文書
を発送します。下記をご確認のうえ、確定申告していただきますようお願いします。

「芸能に関わる職業名」が必ず含まれる
ように記載してください。

職業欄記入に際してのご質問は
東京芸能人国保組合へ

03-5379-0611
g-kokuho@wine.ocn.ne.jp


